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暮らし

　平成 25年分から平成 49年分まで、復興特別所得税（原則として各年分の所得税額の 2.1％）を
所得税と併せて申告・納付することとされています。確定申告書の作成に当たっては、

※ 還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要です。
　詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）の「個人の方に係る復興特別所得税のあ
らまし」をご覧いただくか、最寄りの税務署へご相談ください。

年
金
所
得
者
で
左
記
に
該
当
す
る
人

　

★
赤
字
等
で
確
定
申
告
の
必
要
な
い
人

　
　

も
、
町
県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

　

●
生
命
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
、

　
　

社
会
保
険
料
控
除
等
の
所
得
控
除

　
　

を
受
け
る
人

　

●
年
金
所
得
以
外
に
収
入
が
あ
る
人

　

●
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
等
を
受
給

　
　

し
て
い
る
人

　

●
営
業
、
農
業
、
そ
の
他
事
業
、
不

　
　

動
産
等
の
所
得
が
あ
る
人

　

申
告
は
自
主
申
告
が
基
本
で
す
。
収
支
の
把
握
は
本
人
し
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
再
度
収

入
等
を
確
認
さ
れ
、
会
場
へ
お
越
し
下
さ
い

●
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

●
相
続
・
贈
与
税
の
申
告
を
す
る
人

●
青
色
申
告
者

●
消
費
税
の
申
告
を
す
る
人

●
印
鑑　
　

●
源
泉
徴
収
票

●
出
荷
、
販
売
証
明
書
（
営
業
、
農
業
、

　

不
動
産
収
入
が
あ
る
場
合
）

●
生
命
保
険
、
地
震
保
険
、
介
護
保
険

　

料
、
国
民
年
金
等
の
支
払
証
明
書

　

主
な
収
入
が
年
金
で
、
申
告
す
る
予

定
の
あ
る
人
は
こ
の
機
会
を
ご
利
用
下

さ
い
。

　

●
日
時
：
２
月
10
日
（
火
）

　
　
　
　
　

①
10
時
〜
11
時
30
分

　
　
　
　
　

②
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

　

●
場
所
：
高
森
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
（
大
会
議
室
）

◆  阿蘇税務署　　 ☎ ０９６７－２２－０５５１
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暮らし

　

申
込
み
期
間
内
に
町
営
住
宅
入
居
申

込
書
に
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
え
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
に
は
住

宅
に
困
っ
て
い
る
事
情
を
調
査
す
る
項

目
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
込
書
の
記
入

は
必
ず
申
込
者
本
人
が
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

● 

印
か
ん

● 

入
居
予
定
者
の
平
成
25
年
１
月
か
ら

　

12
月
ま
で
の
所
得
を
確
認
で
き
る
書
類

● 

住
民
票
の
写
し
（
世
帯
全
員
分
）

　

＊
外
国
人
に
あ
っ
て
は
外
国
人
登
録
証
明
書

● 

保
有
資
産
の
有
無
を
確
認
で
き
る
書
類

　

 （
役
場
発
行
の
資
産
証
明
書
な
ど
）

● 

入
居
予
定
者
に
障
が
い
者
が
い
る
場

　

  

合
は
障
が
い
者
手
帳

● 

寡
婦
・
寡
夫
世
帯
に
つ
い
て
は
、
そ    

　
 

の
こ
と
が
証
明
で
き
る
書
類
（
戸
籍

　
  

謄
本
な
ど
）

　

公
営
住
宅
及
び
高
齢
者
・
障
が
い
者

向
け
住
宅
に
つ
い
て
は
、
高
森
町
営
住

宅
条
例
第
10
条
及
び
高
森
町
営
住
宅
条

例
施
行
規
則
で
定
め
る
判
定
基
準
に
基

づ
き
町
営
住
宅
入
居
審
査
会
の
審
査
を

受
け
、
団
地
ご
と
に
補
充
入
居
順
位
を

決
定
し
ま
す
。
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及

び
貸
付
住
宅
に
つ
い
て
は
、
公
開
抽
選

に
よ
り
補
充
入
居
順
位
を
決
定
し
ま

す
。
平
成
27
年
度
中
に
町
営
住
宅
の
明

け
渡
し
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
順
位

に
基
づ
き
入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

①
今
回
の
申
し
込
み
は
平
成
27
年
度
中

　

の
み
有
効
で
す
。

②
犬
・
猫
な
ど
は
飼
育
で
き
ま
せ
ん
。

③
町
営
住
宅
の
駐
車
場
は
基
本
的
に
１

　

世
帯
に
つ
き
１
台
で
す
。

④
前
年
度
に
申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
も

　

再
度
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　

高
森
町
営
住
宅
条
例
第
４
条
及
び
高
森
町

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
第
４
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
補
充
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

① 公営住宅  　　
      （低所得者層向け）

③ 高齢者・障がい者向け住宅
   （平屋・バリアフリー住宅）

④ 特定公共賃貸住宅
　 （中堅所得者層向け）

② 貸付住宅　　
     （所得制限なし）

◆
申
込
窓
口 

及
び 

お
問
い
合
わ
せ

　
　

建
設
課　

住
宅
係　
　

 

☎ （
６
２
）
１
１
１
１　

内
線
145

申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

□ 

本
人
ま
た
は
同
居
者
が
暴
力
団
員
で
な
い
方

□ 

同
居
者
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が

　

い
る
方

□ 

本
人
及
び
同
居
者
の
合
計
所
得
月
額
（
政
令
月

　

 

収
）
が
基
準
額
以
下
の
方

□ 

現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
方

□ 

本
町
に
住
所
を
有
す
る
方
ま
た
は
勤
務
予
定
の
方

□ 

税
金
等
の
滞
納
が
な
い
方

□ 

政
令
で
定
め
た
収
入
を

　

 

超
え
て
い
な
い
こ
と
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年
金
を
受
け
る
権
利
は
、
本
人
が
死

亡
す
る
と
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
年
金

を
受
け
て
い
る
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
と

き
は
、「
死
亡
届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

こ
の
届
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
年
金
を
多

く
受
け
取
り
過
ぎ
、
後
で
返
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

亡
く
な
ら
れ
た
方
が
ま
だ
受
け
取
っ

て
い
な
い
年
金
が
あ
る
と
き
は
、
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
た
遺
族
か
ら
の
請
求

に
よ
っ
て
、
そ
の
年
金
が
支
払
わ
れ
ま

す
。
請
求
で
き
る
遺
族
の
範
囲
・
順
位

は
、
年
金
を
受
け
て
い
た
方
の
死
亡
当

時
、
そ
の
方
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

た
、
配
偶
者
・
子
・
父
母
・
孫
・
祖
父
母
・

兄
弟
姉
妹
・
そ
の
他
３
親
等
内
の
家
族

（
甥
、
姪
な
ど
）
で
す
。

　県では、仕事と子育てを両立し、再就職を目
指しているお母さん等を応援するため、両立に
役立つセミナーを開催します。

●● 日時　　　平成 27年 2月 6日（金）
　 　　　　　9時 30分～ 15時 30分
●● 申込期限　託児の必要な方は１月 23日（金）
　 　　　　　までに要予約
●● 参加費　　無料（託児付き）

　問▶県しごと相談・支援センター
　　　☎０９６－３５１－０５００

 両立応援
セミナー参加者募集 ★

➡➡くまジョブ　　　　　　　　　   検 索

　

11
月
25
日
（
火
）、
生
後
２
ヶ
月
〜

８
ヶ
月
の
赤
ち
ゃ
ん
が
10
名
集
ま
っ

て
、
第
３
回
目
の
お
試
し
ベ
ビ
ー
マ
ッ

サ
ー
ジ
を
実
施
し
ま
し
た
。
初
め
は

ち
ょ
っ
と
お
っ
か
な
び
っ
く
り
で
き
ょ

と
ん
と
し
て
い
た
赤
ち
ゃ
ん
も
、
マ
ッ

サ
ー
ジ
が
進
む
と
だ
ん
だ
ん
気
持
ち
が

良
く
な
っ
て
き
た
の
か
、
に
こ
ー
っ
と

し
た
り
し
て
と
て
も
気
持
ち
よ
さ
そ
う

で
し
た
。
ま
た
、
３
ヶ
月
後
に
第
４
回

目
を
計
画
予
定
で
す
。

　

ま
だ
ご
経
験
の
な
い
お
家
の
方
、
参

加
し
て
み
ら
れ
ま
せ
ん
か
？

　

11
月
14
日(

金)

、
支
援
セ
ン
タ
ー

を
飛
び
出
し
高
森
町
駅
前
ひ
ろ
ば
に
於

い
て
、
落
ち
葉
遊
び
を
し
ま
し
た
。

　

曇
り
空
で
し
た
が
、
時
折
顔
を
出
す

お
日
様
の
有
難
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
落

ち
葉
の
上
を
走
り
回
っ
た
り
、
落
ち
葉

の
布
団
に
寝
転
が
っ
た
り
、
穴
に
埋
も

れ
た
り
し
て
楽
し
み
ま
し
た
。
落
ち
葉

を
拾
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
た
く
さ
ん

の
落
ち
葉
の
山
で
遊
ぶ
こ
と
は
な
か
な

か
な
い
と
大
変
好
評
で
し
た
。

◆ 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　

 　

☎
（
６
２
）
３
３
１
１
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平
成
27
年
度
（
平
成
27
年
４
月
か
ら
）

町
内
保
育
所
の
入
所
手
続
き
の
受
付
を

行
い
ま
す
。

　

来
年
４
月
に
予
定
し
て
い
る
「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」
の
施
行
に

伴
い
、
現
行
制
度
で
は
な
か
っ
た
新
し

い
手
続
き
（
支
給
認
定
申
請
）
が
追
加

さ
れ
て
い
ま
す
。
支
給
認
定
申
請
は
、

新
規
入
所
の
方
に
限
ら
ず
、
継
続
入
所

の
方
も
必
要
と
な
り
ま
す
。
必
ず
期
間

内
（
１
月
23
日
●
ま
で
）
に
関
係
書
類

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
新
制
度
施
行
後
に
保
育
所
等
の
施
設

を
利
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
給
付
制
度

を
利
用
す
る
た
め
に
「
支
給
認
定
申
請
」

を
行
っ
て
い
た
だ
き
、
町
か
ら
認
定
証

の
交
付
を
行
い
ま
す
。

▼

新
規

入
所
及
び
町
外
保
育
所
へ
の
入
所
希
望

者
は
、
認
定
申
請
書
と
併
せ
て
入
所
申

込
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
町
は
支
給
認
定
申
請
を
受
け
た
場

合
、
概
ね
30
日
以
内
に
支
給
認
定
証
を

交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

27
年
度
４
月
に
向
け
た
入
所
募
集
時
期

は
膨
大
な
審
査
事
務
量
と
な
る
こ
と
か

ら
、

で
す
。

予
め
ご
了
承
下
さ
い
。（
こ
の
支
給
認

定
証
は
、
入
所
先
や
保
育
料
を
決
定
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

●
保
育
所
入
所
申
込
書

　

  （
児
童
１
人
に
つ
き
１
枚
）

●
家
庭
状
況
申
告
票

※
自
営
業
（
農
林
業
な
ど
）
ま
た
は
重

　

度
障
害
者
や
病
人
の
看
護
な
ど
の
理

　

由
が
あ
る
人
は
、「
就
労
・
看
護
証

　

明
書
」
に
記
入
し
、
地
区
の
民
生
児

　

童
委
員
の
証
明
を
受
け
て
下
さ
い
。

※
会
社
等
事
業
所
に
勤
務
の
人
は
、
源

　

泉
徴
収
票
を
必
ず
添
付
し
て
下
さ
い
。

※
パ
ー
ト
や
内
職
等
で
源
泉
徴
収
票
の

　

な
い
人
は
、
事
業
所
か
ら
必
ず
就
労

　
（
就
労
予
定
）
証
明
書
に
記
入
を
も

　

ら
っ
て
下
さ
い
。

※
平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
に
他
市
町

　

村
か
ら
転
入
さ
れ
た
世
帯
は
、
平
成

　

26
年
度
課
税
台
帳
記
載
事
項
証
明
書

　

が
必
要
で
す
の
で
、
ご
準
備
下
さ
い
。

　

役
場
（
住
民
福
祉
課
）、草
部
出
張
所
、

　

野
尻
出
張
所
、
高
森
保
育
園
、

　

色
見
保
育
園
、
高
森
東
保
育
園

入
所
申
込
書
の
配
布
場
所
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